
４ 介護福祉サービス内容の説明 

区分及びサービス サービス内容 

居宅サービス 

 訪問介護 訪問介護員（ホームヘルパー）などが家庭を訪問して、食事・入

浴・排せつなどの身体介護、調理・洗濯・掃除などの日常生活上

の援助をします。 

訪問入浴介護 介護職員と看護職員が移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の

介助をします。 

訪問看護 医師の指示に基づき、訪問看護ステーションや病院・診療所

の看護師などが、家庭を訪問して、療養上の世話や必要な診療の

補助を行います。 

訪問リハビリテーション 病院・診療所または介護老人保健施設の理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士が家庭を訪問して医師の指示に基づき理学療法・

作業療法などのリハビリテーションを行います。 

居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが通院困難な利用者に

対し、家庭を訪問して心身の状況と環境などを把握し、療養上

の管理や指導をします。 

通所介護 デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴・排せつなどの日

常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行います。 

通所リハビリテーション 介護老人保健施設や病院・診療所等に併設された施設に通い、

食事・入浴・排せつなどの介護や、生活機能向上のためのリハ

ビリテーションを日帰りで行います。 

短期入所生活介護 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期間入所し、

日常生活上の支援や機能訓練などを行います。 

短期入所療養介護 介護老人保健施設や病院、診療所に短期間入所し、日常生活上

の支援や機能訓練などを行います。 

福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具の選定の援助・取り付

け・調整を行い、貸与します。 

特定福祉用具購入費 福祉用具のうち、入浴や排せつに用いる貸与になじまない性質

の特定福祉用具の購入費を支給します。 

住宅改修 在宅で自立した生活が続けられるよう手すりの取り付けや段差

解消などの改修を行います。 

特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホームなどに入居している人へ、日常生活上の

支援、機能訓練などを行います。 

介護予防支援・居宅介護支

援 

社会資源・居宅サービス・地域密着型サービスなどを適切に利

用できるように、介護支援専門員が利用者や家族の相談に応じ

アドバイスを行い、介護サービス計画（ケアプラン）を作成し

ます。 

 
 



区分及びサービス サービス内容 

地域密着型サービス 

 定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 

日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により家庭を

訪問し、食事・入浴・排せつなどの介護や、日常生活上の緊急

時の対応を行います。 

地域密着型通所介護 定員が１８人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入

浴・排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などを日帰

りで行います。 

認知症対応型通所介護 認知症の人へ、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練な

どを日帰りで行います。 

小規模多機能型居宅介護 施設への通いを中心として、利用者の選択に応じて、家庭への訪

問や短期間の宿泊を組み合わせ、在宅での生活支援や機能訓練を

行います。 

認知症対応型共同生活介

護（グループホーム） 

認知症の人が共同生活する住居で、家庭的な環境のもと、食事・

入浴・排せつなどの介護や機能訓練などを行います。 

施設サービス 

 介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

寝たきりや認知症などで日常生活において常時介護が必要で、

自宅では介護や生活が困難な人が入所する施設です。食事・入

浴・排せつなどの日常生活上の介護や機能訓練、療養上の世話

などを行います。 

介護老人保健施設 病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、

リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテ

ーション、介護を一体的に提供し、在宅生活への復帰支援を行い

ます。 

介護医療院 日常的な医学管理や看取り・ターミナル等の機能と生活施設

としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設です。 

介護療養型医療施設 主に医療法人が運営する医療施設で、特養や老人保健施設よ

りも重い要介護者などを受け入れています。令和５年度末に

廃止が決まっています。 

 

 

 

 

 

 

 



５ 用語集 

用語 説明 

■あ行 

IADL 

（手段的日常生活動作） 

IADL（Instrumental Activities of Daily Living）とは、「手段的日常生

活動作」とも言われ、電話の使い方、買い物、家事、移動、外出、服

薬の管理、金銭の管理など、日常生活動作ではとらえられない高次の

生活機能の水準を測定するもの。 

■か行 

介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 

原則として保健医療福祉分野の実務経験（医師、看護師、社会福祉士、

介護福祉士等）が５年以上あり、介護支援専門員実務研修受講試験に

合格し、介護支援専門員実務研修の過程を修了した者。要介護者や要

支援者の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス（訪問介護、

デイサービスなど）を受けられるようにケアプラン（介護サービス等

の提供についての計画）の作成や市町村・サービス事業者・施設等と

の連絡調整を行う。 

介護保険サービス 要介護・支援状態にある６５歳以上の高齢者と、４０～６４歳までの

特定疾病の患者が、介護保険料と国・自治体からの財源によって、一

定の自己負担で受けられる介護サービス。 

介護保険法 介護や支援を必要とする人が住み慣れた地域で日常生活を送るために、

社会全体で支えあうための制度（介護保険制度）について定めた法律。 

介護予防ケアマネジ

メント 

介護予防の目的である、高齢者が要介護状態になることを可能な限り

遅らせる又は防ぐこと、要支援・要介護状態になってもその状態から

の悪化を可能な限り防ぐことを目的として支援するもの。 

通いの場 地域の住民同士が気軽に集い、一緒に活動内容を企画し、ふれあいを

通して「生きがいづくり」「仲間づくり」の輪を広げる場所。地域の介

護予防の拠点となる場所でもある。 

健康寿命 健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間のこと。 

権利擁護 認知症や知的障がい、精神障がいなどを持つ高齢者や障がい者が有す

る人間としての権利を守るため、その擁護者や代弁者が支援するこ

と。成年後見制度はそのひとつ。 

高齢者 SOS ネットワ

ーク事業 

認知症等により行方不明になった高齢者及び若年性認知症者を早期

に発見できるような支援体制の構築。直鞍２市２町で協定書をかわ

し、広域的なネットワーク体制を整備している。 

 

 

 



用語 説明 

■さ行 

在宅医療 体の機能が低下し、通院が困難な場合に自宅に医師等が訪問して行う医

療行為のこと。 

在宅介護 介護が必要な人に対し、自宅で介護士または家族が介護を行うこと。 

在宅介護支援センタ

ー 

在宅介護支援センターは、直方市から委託を受けた公的な相談窓口の

ことで、地域の身近な相談窓口として、介護保険やその他の保健・福

祉サービスなどについて専門の相談員が相談を受け付ける。本市で

は、市内の４つの圏域に各１箇所設置している。 

シニアクラブ 高齢者の生きがいづくりや健康維持を目的に組織された、地域を基盤

とする高齢者の自主団体。 

主観的健康感 医学的な健康状態ではなく、自らの健康状態を主観的に評価する指標。 

主観的幸福感 現在の生活状況や人間関係、人生全般に対する満足度を主観的に評価

する指標。 

シルバー人材センタ

ー 

定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた「臨時

的かつ短期的又はその他の軽易な業務」を提供するとともに、ボラン

ティア活動をはじめとするさまざまな社会参加を通じて、高年齢者の

健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会の福祉の向上と、活性

化に貢献することを目的とした組織。都道府県知事の指定を受け、市

区町村単位で設置されている。 

生活支援コーディネ

ーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくこと

を目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制

の構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構

築の機能）を果たす者。 

成年後見制度 認知症や障がい等により自己決定が困難な人が不利益を被らないた

めに、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等を立てて意思決定等

を支援する制度。 

総合事業 「介護予防・日常生活支援総合事業」の略で、市町村が中心となって、

地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービス

を充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等

の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す

もの。 

 

 

 

 

 



用語 説明 

■た行 

地域共生社会 社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、高齢者・障がい者・

子育て等の制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という

関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と

資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと

生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すもの。 

地域ケア会議 個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援

等を行うとともに、地域づくり・政策形成等につなげられるよう位置

づけられた会議。 

地域包括ケアシステ

ム 

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

最後まで続けることができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、

生活支援が一体的に提供されるように整備された地域の体制のこと。 

地域包括支援センター 地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予

防に関する必要な援助等を行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の

増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケアシステムの実

現に向けた中核的な機関として市町村が設置する機関のこと。 

通所型サービスC 生活に支障のある状態を改善するために、保健・医療の専門職等が実

施する運動機能向上プログラムに週１～２回通いながら、３～６か月

間の短期集中で実施するもの。 

特定健診 生活習慣病予防のため、40～74 歳までの人を対象としたメタボリック

シンドロームに着目した健診。 

■な行 

日常生活圏域 地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サ

ービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に

勘案して定める地域。本市では、Ⅰ地区（新入・植木校区）、Ⅱ地区（上

頓野・東・感田校区）、Ⅲ地区（南・西・北校区）Ⅳ地区（下境・福地・

中泉校区）の４つの圏域を設定している。 

認知症カフェ 認知症の人と家族、地域住民、専門職などの誰もが参加でき、集うこ

とができる場のこと。 

認知症ケアパス 認知症の人の生活機能障がいの進行に合わせ、いつ、どこで、どのよ

うな医療・介護サービスを受けることができるのかを、認知症の人や

その家族に分かりやすく情報提供するために作成されたもの。 

認知症サポーター 認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温

かい目で見守るサポーター。市町村において認知症サポーター養成講

座を受講している。 

 



用語 説明 

認知症スクリーニン

グ検査 

認知症の前段階である軽度認知障害を早期に発見する検査。 

認知症地域支援推進

員 

市町村等に配置し、地域の支援機関間の連携づくりや、認知症ケアパ

ス・認知症カフェ・社会参加活動などの地域支援体制づくり、認知症

の人やその家族を支援する相談業務等を実施する。 

のおがた元気ポイン

ト 

健康診査や地域の介護予防活動の参加者にポイントを付与し、高齢者の

健康づくりや介護予防を推進する事業。 

直方市総合計画 今後の直方市の将来の姿を示し、新しいまちづくりを進めるための基

本となる計画（計画期間：令和３年度～令和１２年度）。直方市が策定

するすべての計画の上位計画として、行政運営全般の総合的な指針と

なるもの。 

直方市地域防災計画 「災害対策基本法」第４２条の規定に基づき、直方市防災会議が地域

の災害対策に関し定めるもので、災害予防や災害応急対策及び災害復

旧について、市域の総合的かつ計画的な防災行政の整備推進を図り、

地域の防災及び市民の生命、身体、財産を保護するための計画。 

■は行 

ハイリスクアプロー

チ 

疾患を発症しやすい高リスクの個人を対象に行動変容を促すようア

プローチしリスクを下げる取組。 

パブリックコメント 国、都道府県、市町村等が基本的な政策等の策定にあたり、当該政策

等の趣旨、目的、内容等を公表し、広く市民等から意見等を求め、提

出された意見等を考慮して意思決定行うとともに、意見等に対する考

え方等を公表する一連の手続きのこと。本市では「直方市パブリック

コメント手続要綱」に基づき実施している。 

避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある

場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避

難の確保を図るため特に支援を要する者をいう。 

フレイル 

健康な状態と要介護状態の中間に位置し、筋力低下や認知症、うつ症

状、経済的困窮等のさまざまな要因により、身体的機能や認知機能の

低下が見られる状態のこと。 

ポピュレーションア

プローチ 

個人の疾患発症のリスクの有無にかかわらず、集団全体を対象として

働きかけを行い、全体としてリスクを下げる取組。 

 

 

 

 

 



用語 説明 

■ま行 

民生委員・児童委員 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、

常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の

増進に努める人のこと。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心

して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の

心配ごとなどの相談・支援等を行う。 

■や行 

有病率 集団の中で、ある一時点において疾病を有する人の割合。 

要介護状態 身体上または精神上の障がいがあるために、入浴、排泄、食事等の日

常生活における基本的な動作の全部または一部について、６か月間に

わたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態で、要介護状態区

分（要介護１から５）のいずれかに該当する者。 

養護老人ホーム 身体上の理由または精神上の理由、環境上の理由や経済的理由のため

居宅での養護を受けることが困難な高齢者を入所させ、養護すること

を目的とする施設。 

要支援状態 身体上もしくは精神上の障がいがあるために、入浴、排泄、食事等の

日常生活における基本的な動作の全部または一部について、６ヶ月間

にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止

に特に資する支援を要すると見込まれ、または身体上もしくは精神上

の障がいがあるため、６ヶ月間にわたり継続して日常生活を営むのに

支障があると見込まれる状態で、要支援状態区分（要支援１・２）の

いずれかに該当する者。 

■ら行 

レスパイト 休息、息抜き等。ここでは、介護者の負担軽減を目的に、一時的に施

設等で要介護者を受け入れること。 

老人福祉法 老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人の心身の健康

の保持と生活の安定のために必要な措置を講じ、老人の福祉を図るこ

とを目的として制定された法律。 

 


